
全ての地方公共団体で、６月30日
までに対応が必要です！

特定個人情報保護評価の基礎項
目評価書の新様式での提出・公表

はお済みですか？

・特定個人情報保護評価はマイナンバーの適正な取扱い
を確保するために必要な事前手続です。必ず６月30日ま
でに、速やかに御対応ください。詳細は別添をご覧くださ
い。

・新様式で作成した基礎項目評価書をマイナンバー保護
評価システムに提出・公表する際は、必ず「評価書の公
表」の手続まで行ってください。「評価書の提出」の手続
を行うと自動的に公表されるものではないので御注意く
ださい。

＜個人情報保護委員会事務局総務課＞
保護評価担当 杉山、成川、長谷部、高木
TEL : 03-6457-9768
MAIL : system-pia@ppc.go.jp

資料 ７-２



平成31年１月１日より、特定個人情報保護評価の
基礎項目評価書が新しい様式になりました！

何が変わったのですか？

基礎項目評価書の記載事項
に新たに「Ⅳ リスク対策」が
追加されました。

令和元年６月30日までに新し

い様式で公表しておく必要が
あります。

いつまでに新しい様式で公表
する必要があるのですか？

＜個人情報保護委員会事務局総務課＞
保護評価担当 杉山、成川、長谷部、高木
TEL : 03-6457-9768
MAIL : system-pia@ppc.go.jp

御対応よろしく
お願いします！

新しい様式で作成した基礎項
目評価書をマイナンバー保護
評価システムに提出・公表す
る際は、必ず「評価書の公表」
の手続まで行ってください。

「評価書の提出」の手続を行う
と自動的に公表されるもので
はないので御注意ください。

御注意ください！

別添
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